
天王町�
飯田川町�

昭和町�

天王町・昭和町・飯田川町�

【デザインの趣旨】�
　「活き生き36000の夢づくり　一人ひとりが輝くひとと環境に優しい田園都市」、赤と緑で�
人を形どり、緑と青で優しい環境、総合的に「潟上市」の「上」を形どりデザインしました。�
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平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日
（
月
）
飯
田
川
町
公
民
館
に
お
い
て
、
第
十
八
回
合
併
協
議
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。�

　
委
員
等
二
十
名
が
出
席
の
も
と
、
は
じ
め
に
石
川
会
長
が
『
十
月
二
十
八
日
に
総
務
大
臣
に
よ
る
告

示
が
あ
り
、
新
市
「
潟
上
市
」
の
設
置
が
正
式
に
決
定
し
た
。
現
在
、
三
月
二
十
二
日
の
潟
上
市
誕
生

に
向
け
、
予
算
の
編
成
作
業
を
は
じ
め
と
す
る
具
体
の
調
整
作
業
を
進
め
て
い
る
』
と
あ
い
さ
つ
。�

　
潟
上
市
市
章
デ
ザ
イ
ン
の
選
考
に
続
い
て
、
市
町
の
廃
置
分
合
に
関
す
る
知
事
決
定
及
び
総
務
大
臣

の
告
示
な
ど
六
項
目
の
報
告
を
行
い
、
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
の
具
体
的
調
整
な
ど
二
項
目
が
協
議

さ
れ
ま
し
た
。�

　
潟
上
市
市
章
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
選
考

（
専
門
機
関
が
選
考
）
で
絞
り
込
ま
れ
た
五
点
を
候

補
に
、
協
議
会
委
員
一
人
一
点
の
投
票
（
投
票
の
時

点
で
は
住
所
氏
名
は
公
表
せ
ず
）
で
過
半
数
を
獲
得

し
た
作
品
に
決
定
す
る
こ
と
と
し
、
出
席
し
た
協
議

会
委
員
十
九
人
に
よ
る
投
票
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
回
目
の
投
票
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
過
半
数
を
獲
得
し
た
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
が
な
く
、
九
票
と
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
票
を
獲
得
し
た
上
位
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
候
補
に
よ
る
決
選
投
票

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　そ
の
結
果
、
潟
上
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
「
上
」
を
モ
チ
ー
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
デ
ザ
イ
ン
し
た
神
奈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
川
県
相
模
原
市
に
お
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
い
の
小
山
守
さ
ん
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
応
募
作
品
が
十
二
票
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
獲
得
し
、
採
用
作
品
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
決
定
さ
れ
ま
し
た
。�

　
潟
上
市
市
章
の
選
考
に
つ
い
て�

　
採
用
作
品
は
、
今
後
、
専
門
機
関
に
委
託
し
、
必

要
に
応
じ
て
デ
ザ
イ
ン
の
補
作
・
修
正
を
行
い
、
潟

上
市
に
お
い
て
市
章
と
し
て
告
示
さ
れ
ま
す
。�

　
入
賞
さ
れ
た
方
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

　
最
優
秀
賞
（
採
用
作
品
）�

　
　
　
　
　
神
奈
川
県
　
小
山
　
守
さ
ん�

　
優

秀

賞
（
四
点
）�

　
　
　
　
　
飯
田
川
町
　
淡
路
　
奈
津
美
さ
ん�

　
　
　
　
　
奈
良
県
　
　
田
中
　
真
さ
ん�

　
　
　
　
　
福
岡
県
　
　
三
好
　
健
一
さ
ん�

　
　
　
　
　
福
岡
県
　
　
大
宝
　
拓
雄
さ
ん�

※
最
優
秀
賞
の
デ
ザ
イ
ン
は
表
紙
に
、
優
秀
賞
の
デ

　
ザ
イ
ン
は
八
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。�

�
�報

告
事
項�

�

　
市
町
の
廃
置
分
合
に
関
す
る
知
事
決
定�

　
及
び
総
務
大
臣
の
告
示
に
つ
い
て�

�

　
市
町
の
廃
置
分
合
に
関
す
る
知
事
決
定
及
び
総
務

大
臣
の
告
示
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。�

　
詳
細
は
六
・
七
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。�

　
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の�

　
取
扱
い
の
具
体
的
調
整
に
つ
い
て�

�

　�

　
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
の

中
で
、
委
員
定
数
に
つ
い
て
は
「
選
挙
に
よ
る
委
員

定
数
は
十
六
人
、
各
選
挙
区
の
委
員
の
定
数
は
、
平

成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
確
定
し
た
選
挙
人
名
簿
登

録
者
数
に
よ
り
調
整
す
る
」
「
選
任
に
よ
る
委
員
定

数
は
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
規

定
に
よ
り
六
人
」
と
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。�

　
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
施
行
の
法
改
正
に
よ
り
、

農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
団
体
と
し
て
土
地
改
良
区

を
追
加
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。�

　
こ
れ
ら
を
受
け
調
整
さ
れ
た
具
体
的
な
内
容
が
、

次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。�

�

　
●
選
挙
委
員
十
六
人
の
内
訳�

�

　
　
　
天
王
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
人�

�

　
　
　
昭
和
町
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
人�

�

　
　
　
飯
田
川
町
　
　
　
　
　
　
　
　
四
人�

�

　
●
選
任
委
員
六
人
の
内
訳�

�

　
　
　
あ
き
た
湖
東
農
業
協
同
組
合
　
一
人�

�

　
　
　
秋
田
み
な
み
農
業
協
同
組
合
　
一
人�

�

　
　
　
秋
田
中
央
農
業
共
済
組
合
　
　
一
人�

�

　
　
　
○
○
○
土
地
改
良
区
　
　
　
　
一
人�

�

　
　
　
市
議
会
が
推
薦
し
た
識
見
を
有
す
る
者
　
　
二
人�

農
業
委
員
会�

委
員
定
数
二
十
二
人
の
内
訳�
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事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
の�

　
具
体
的
調
整
に
つ
い
て�

�
　�　

事
務
組
織
及
び
機
構
の
取
扱
い
の
具
体
的
調
整
に

つ
い
て
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
五
ペ
ー
ジ
に
庁
舎
別
の

組
織
図
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。�

�
�　

保
育
園
・
幼
稚
園
事
業
の
取
扱
い
の�

　
具
体
的
調
整
に
つ
い
て�

�

　�

　
保
育
園
・
幼
稚
園
事
業
の
取
扱
い
の
中
で
保
育
料

に
つ
い
て
は
、「
国
の
基
準
額
を
原
則
に
調
整
す
る
」

と
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
報
告
さ�

れ
た
具
体
的
内
容
は
表
①
の
と
お
り�

で
す
。�

�

　�

�

　
社
会
教
育
関
係
事
業
の�

　
取
扱
い
の
具
体
的
調
整
に�

　
つ
い
て�

�

　�

　
社
会
教
育
関
係
事
業
の
取
扱
い
の�

中
で
「
図
書
館
事
業
に
つ
い
て
は
、�

合
併
時
ま
で
調
整
す
る
」
と
確
認
さ�

れ
て
い
ま
し
た
。
報
告
さ
れ
た
具
体�

的
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。�

Ａ�

Ｂ�

Ｃ�

Ｄ�

1

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

生活保護法による被保護世帯�

階層区分�
年齢区分�

３歳未満児� ３歳以上児�

市町村民税非課税世帯（母子等）�

市町村民税課税世帯（母子等）�

市町村民税課税世帯（均等割）�

市町村民税課税世帯（均等割と所得割）（母子等）�

市町村民税課税世帯（均等割と所得割）�

所得税32，000円未満�

所得税32，000円以上64，000円未満�

所得税64，000円以上160，000円未満�

所得税160，000円以上408，000円未満�

所得税408，000円以上�

市町村民税非課税世帯�

51，000円� 35，000円�

45，000円� 33，000円�

40，000円� 30，000円�

30，000円� 27，000円�

25，000円� 22，000円�

19，500円� 16，500円�

18，500円� 15，500円�

14，500円� 11，500円�

13，500円� 10，500円�

9，000円� 6，000円�

0円� 0円�

0円� 0円�

平成17年度保育料徴収基準額（保育料）�
（表①）�

※旧飯田川町に居住する５歳児の保育料は、平成17年度は全額、�
　平成18年度は３分の２、平成19年度は３分の１減免した金額�
　とする。�

　
　
公
共
施
設
の
名
称
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、�

　
三
月
一
日
発
行
予
定
の
潟
上
市
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
掲
載
予
定
で
す
。�

潟上市図書館（旧天王町立図書館）�

昭和学習館�

火～金　9:00～18:00�
（11月～3月は17:00まで）�
土・日は9:00～17:00

飯田川公民館図書室�

勤労青少年ホーム図書室�

月曜日（祝祭日の場合は翌日）、�

国民の祝祭日、年末年始�

月～金9:00～17:00

毎週土・日曜日、国民の祝祭日、�

年末年始�

貸出期間、冊数　14日以内、４冊まで�

図書館協議会　　新市図書館協議会として、全市より委嘱する。�
　　　　　　　　委員10名、任期2年とする。�

　
公
共
施
設
の
名
称
に
つ
い
て�

図書館事業の�
具体的調整�
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協
議
事
項�

�

　
潟
上
市
特
別
職
の
報
酬
額
を
確
認�

�
　
特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
の�

　
具
体
的
調
整
に
つ
い
て�

�
�　

特
別
職
の
身
分
の
取
扱
い
の
中
で
報
酬
額
に
つ
い

て
は
、
「
現
行
の
報
酬
額
及
び
類
似
団
体
の
報
酬
額

を
参
考
に
調
整
す
る
」
と
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
協
議
の
中
で
「
設
置
選
挙
で
選
ば
れ
る
市
長
と
在

任
特
例
が
適
用
さ
れ
る
議
会
議
員
や
農
業
委
員
と
は

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
う
の
で
は
」
「
市
長
の
報
酬
は
、

秋
田
市
に
隣
接
す
る
市
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
内
の

人
口
三
万
人
台
の
市
と
同
程
度
の
報
酬
額
は
保
障
す

べ
き
で
あ
り
、
合
併
時
は
現
行
の
額
を
基
本
と
し
て

も
、
健
全
な
財
政
指
数
に
な
っ
た
と
き
に
上
乗
せ
で

き
る
よ
う
基
本
方
針
を
修
正
し
て
は
ど
う
か
」
と
い

う
意
見
と
、
一
方
「
提
案
さ
れ
た
内
容
の
最
終
判
断

を
す
る
の
が
合
併
協
議
会
の
役
割
で
あ
り
、
新
市
に

お
け
る
報
酬
額
は
、
新
市
長
や
新
議
員
等
が
ル
ー
ル

に
従
っ
て
決
め
る
べ
き
で
は
」
と
い
っ
た
意
見
が
あ

り
、
協
議
し
た
結
果
、
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま

し
た
。�

�
�◎

報
酬
額
調
整
の
基
本
方
針�

（
１
）
合
併
協
議
会
で
の
確
認
内
容
に
基
づ
き
、
現

　
行
の
報
酬
額
及
び
類
似
団
体
の
報
酬
額
を
参
考
に

　
調
整
を
行
っ
た
。�

（
２
）
現
在
の
枠
組
み
で
合
併
が
進
ん
だ
場
合
、
新

　
市
の
人
口
が
県
内
十
一
番
目
と
中
位
に
あ
た
る
こ

　
と
等
を
勘
案
し
、
県
内
の
類
似
団
体
と
比
較
対
照�

　
し
た
も
の
の
、
合
併
当
初
の
新
市
の
財
政
状
況
は

　
厳
し
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
町
の

　
報
酬
額
を
基
本
に
調
整
し
た
。�

（
３
）
在
任
特
例
を
適
用
す
る
議
会
議
員
及
び
農
業

　
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
特
例
期
間
中

　
は
三
町
の
現
行
の
報
酬
額
を
基
本
と
し
、
特
例
期

　
間
終
了
後
の
報
酬
に
つ
い
て
は
、
常
勤
の
特
別
職�

　
を
含
め
、
新
市
長
が
新
市
に
お
い
て
設
置
さ
れ
る

　
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
へ
諮
問
す
る
こ
と
と
し
た
。�

　
平
成
十
六
年
度
合
併
協
議
会�

　
補
正
予
算
に
つ
い
て�

�

　�

　
補
正
予
算
（
第
二
号
）
は
歳
入
歳
出
を
そ
れ
ぞ
れ�

三
、
八
〇
五
千
円
追
加
し
、
予
算
の
総
額
を
一
九
、

六
二
八
千
円
と
す
る
こ
と
を
原
案
の
と
お
り
確
認
し

ま
し
た
。�

　
補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、
全
世
帯
に
配
付
す
る

潟
上
市
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
印
刷
製
本
費
で
す
。�

932，000円�

731，500円�

663，750円�

638，250円�

427，500円�

385，250円�

364，500円�

44，250円�

34，650円�

32，425円�

31，350円�

23，900円�

82，500円�

40，000円�

55，100円�

45，225円�

5，525円�

946，556円�

746，000円�

680，444円�

631，222円�

459，111円�

415，444円�

394，556円�

51，344円�

38，444円�

35，433円�

39，200円�

29，422円�

117，333円�

40，889円�

67，333円�

54，800円�

6，378円�

860，000円�

650，000円�

600，000円�

565，000円�

295，000円�

265，000円�

245，000円�

23，000円�

21，000円�

19，000円�

20，000円�

16，000円�

20，000円�

18，000円�

20，000円�

17，000円�

6，000円�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

月額�

日額�

議　　　長�

副　議　長�

議　　　員�

会　　　長�

職務代理者�

委　　　員�

委　員　長�

委　　　員�

識　見　者�

議会選出者�

委　員　長�

委　　　員�

区　　　　分� 潟上市�
県内９市�
の平均�

県　　　内�
人口３万人台�
市の平均�

市　　　長�

助　　　役�

収　入　役�

教　育　長�

議　　　会�

�

�

農業委員会�

�

�

選挙管理委員会�

�

監査委員�

�

教育委員会�

�

固定資産評価審査委員会委員�

　市長をはじめ市の特別職や市議会議員は自らの給料・報酬額を改定�

する議案を提出する権限をもつことから、その報酬額などが適正であ�

るかを審議するための第三者機関として設置されるものです。各種団�

体の代表並びに識見を有する方で構成されます。�

ミ
ニ
メ
モ�

�
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■
天
王
庁
舎�

■
昭
和
庁
舎�

■
飯
田
川
庁
舎�

　総合窓口センターは、分庁方式により行政機能が分散されることを補うために設置するもので、住民の方が�
よく利用する窓口業務を行います。どの庁舎でも同じように行政サービスを受けられるように整備しました。�
例えば、天王地域の方が昭和庁舎でも飯田川庁舎でも住民票や印鑑証明の交付が受けられるようになります。�
　主な取扱い事務は、３月１日発行予定の潟上市ガイドブックに掲載予定です。�

総務課�

税務課�

収納課�

総務部�
市長� 助役�

収入役�

選挙管理委員会�

監査委員�

固定資産評価�
審査委員会�

議会�

農業委員会�

教育委員会� 教育長�

企画部�

福祉保健部� 福
祉
事
務
所�

産業建設部�

水道局�

市民生活部�

総合政策課�

財政課�

事務局�

事務局�

事務局�

社会福祉課�

高齢福祉課�

健康課�

産業課�

建設課�

都市整備課�

下水道課�

水道課�

事務局�

事務局�

市民課�

生活環境課�

総務学事課�

幼児教育課�

生涯学習課�

スポーツ振興課�

国体事務局�

総務班�

幼児教育班�

生涯学習班�

スポーツ振興班�

国体準備班�

学校教育班�

総合窓口センター（市民生活部）�

会計課�

総務班�

市民税班�

収納班�

行政班�

資産税班� 国保税班�

社会福祉班�

高齢福祉班�

生活福祉班�

農政班�

管理班�

建築住宅班�

総務班�

農林水産整備班�

建設班�

都市計画班�

業務班�

商工観光班�

地籍班�

公園緑地班�

市民班�

生活安全班�

国保年金班�

環境保全班�

�

有線放送班�

総務班�

総務班�

農地振興班�

業務班�

議事調査班�

健康指導班�

総合政策班�

財政班�

広報統計班�

管財班�

情報班�

会計班�

総合窓口センター（市民生活部）�

総合窓口センター�
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●預金通帳、定期預金証書等�
�
�
●キャッシュカード、�
　クレジットカード�
●有価証券、保険証書�
�
●不動産（土地登記簿、建物登記簿）�
　の所在�
�
●会社等（商業登記簿、法人登記簿）�
　の主たる事務所、代表者の住所�

住所変更の手続は必要ありません。なお、当座預金、融資取引等の�
ある方は、住所変更の手続が必要となる場合があります。�
�
会社等により対応が異なりますので、詳細は個別に各会社等に確認�
してください。�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。�

【金融機関、不動産関係等】�

【免許証、許可証など】�

項　　目� 住所変更の手続き等�

平成17年３月22日「潟上市」が誕生すると天王町・昭和町・飯田川町の住所の表示が変更されます。�

変更に伴う手続きの一部を掲載しました。�

県
知
事
へ�

合
併
申
請
書
を
提
出�

　
八
月
二
十
六
日
、
三
町
で
臨
時
議
会
を
開
催
し
、�

合
併
関
連
議
案
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
れ
に
伴
い
、
翌
二
十
七
日
に
知
事
へ
合
併
申�

請
書
を
提
出
し
ま
し
た
。�

　
十
月
一
日
県
議
会
に
お
い
て
市
町
廃
置�

分
合
議
案
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、�

十
月
五
日
、
知
事
が
三
町
の
合
併
を
決
定�

し
、
六
日
に
は
三
浦
秋
田
地
域
振
興
局
長�

か
ら
決
定
書
の
写
し
が
三
町
そ
れ
ぞ
れ
に�

交
付
さ
れ
ま
し
た
。�

県
が�

合
併
決
定
書
を
交
付�
�

●運転免許証�
�
�
●自動車検査証�
●自動車保管場所証明書�
●銃砲刀剣類所持許可証�
●警備業認定証�
●食品関係営業許可証�
●環境衛生営業許可証（旅館、理容、�
　美容、クリーニング等）�
�
●パスポート（旅券）�

住所変更の手続は必要ありません。住所は免許更新時に変更すること�
になります。�
�
住所変更の手続は必要ありません。�
�
�
�
�
�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。�

３月22日から法務局の管轄が変更になります�
�
市町村合併に伴い、現天王町の不動産登記簿等を取扱う法務局の管轄が男鹿出張所から五城目出張所に変更になります。�
昭和町、飯田川町はいままでどおり五城目出張所で変更ありません。�
詳しくは、秋田地方法務局五城目出張所（TEL.852－2330）へお問い合わせください。�

市町村合併があった場合、登記簿の不動産の所在や所有者の住所等�
は、変更があったものとみなされますが、登記簿謄抄本は旧所在・�
旧住所のまま発行されます。�
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●住民票�
●戸籍�
�
●印鑑登録証（カード）�
�
●外国人登録証明書�
�
●国民健康保険被保険者証�
●老人保健医療受給者証�
●介護保険被保険者証�
●福祉医療費受給者証�
�
●国民年金（加入者）�
●母子手帳�
●保育園、学校等�
�
●身体障害者手帳�
●療育手帳�
�
●精神障害者保健福祉手帳�
�
●原動機付自転車�
●小型特殊自動車�
�
�
�
●政府管掌健康保険被保険者証�
●国民年金（受給者）�
●厚生年金（受給者）�
●国民年金基金�

住所変更の手続は必要ありません。�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。来庁の際に新しいカードに交換します。�
�
住所変更の手続は必要ありません。来庁の際に修正します。�
�
住所変更の手続は必要ありません。合併前に新しい証書を郵送します。�
�
�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。�
�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。来庁の際に修正します。�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。更新時に修正します。�
�
住所変更の手続は必要ありません。現在のナンバーがそのままご使用にな�
れます。�
�
�
�
住所変更の手続は必要ありません。�

項　　目� 住所変更の手続き等�

【市役所（現役場）関係のもの】�

【健康保険証など】�

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
条�

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
南
秋
田
郡
昭
和
町
、
同
郡
飯
田
川�

町
及
び
同
郡
天
王
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
潟
上
市�

を
設
置
す
る
旨
、
秋
田
県
知
事
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、�

同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。�

　
右
の
処
分
は
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
そ
の
効�

力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。�

　
平
成
十
六
年
十
月
二
十
八
日
　
総
務
大
臣
　
麻
生
　
太
郎�

市
町
の
廃
置
分
合�

� 平
成
十
六
年
十
月
二
十
八
日
官
報�

総
務
大
臣
が
告
示�

新
市
「
潟
上
市
」
正
式
決
定�

　
十
月
二
十
八
日
に
総
務
大
臣
が
廃
置
分
合
（
合
併
）
を�

告
示
し
、
合
併
に
関
す
る
法
的
手
続
き
が
全
て
完
了
し
ま�

し
た
。�

※市町村合併に伴う「住所表示の変更に関する証明書（無料）」は、３月22日から各庁舎で発行します。�



〒010－0201　南秋田郡天王町天王字上江川４７－６１０　天王町保健センター２階�
天王町・昭和町・飯田川町合併協議会事務局�

電　話　０１８－８７０－６５６６　ＦＡＸ　０１８－８７８－７２１５�
http://www.tsi-gappei.jp/　E-mail：soumu@tsi-gappei.jp�

■印刷／株式会社　塚田美術印刷�

●住　所�
天王町�
昭和町�
飯田川町�
県　内（３町除く）�
県　外�
合　計　�

●作品数�
341点�
107点�
62点�
41点�
805点�
1356点�

●人　数�
316人�
91人�
47人�
16人�
442人�
912人�

●割　合�
34.6％�
10.0％�
5.2％�
1.8％�
48.4％�

●年　代�
　　　～１９歳�
２０歳～２９歳�
３０歳～３９歳�
４０歳～４９歳�
５０歳～５９歳�
６０歳～６９歳�
７０歳～７９歳�
８０歳～�
不　明�
合　計�

●作品数�
481点�
116点�
116点�
130点�
239点�
205点�
40点�
23点�
6点�

1356点�

●人　数�
441人�
71人�
65人�
87人�
120人�
84人�
28人�
11人�
5人�

912人�

●割　合�
48.4％�
7.8％�
7.1％�
9.5％�
13.2％�
9.2％�
3.1％�
1.2％�
0.5％�

天王町　316人�

昭和町�

　91人�

飯田川町�
　47人�

～19歳　441人�

20歳～29歳�

　71人�

30歳～39歳�
　　65人�

40歳～49歳�
　　87人�

50歳～59歳�
　120人�

60歳～69歳�
　　84人�

70歳～79歳　28人�
80歳～　11人�

不明　５人　　�

県内（３町除く）16人�

県　外　442人�

合計�
912人�

合計�
912人�

●募集期間　平成16年10月１日～平成16年10月31日�
●応募者数　　　９１２人（男６０６人・女３０６人）�
●応募総数　１，３５６点�

飯田川町�

淡路　奈津美さん�

奈良県�

田中　真さん�

福岡県�

三好　健一さん�

福岡県�

大宝　拓雄さん�

●事務局●�

次回の合併協議会は、平成17年２月中旬を予定しています。�


